
私
た
ち
の
生
活
に
な
く
て
は
な

ら
な
い
水
。
こ
の
機
会
に
、
水
の

大
切
さ
を
再
確
認
し
て
、
水
道
水

の
有
効
利
用
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

（
厚
生
労
働
省
・
都
道
府
県
・
市

町
村
・
水
道
事
業
体
の
主
催
で
全

国
一
斉
に
実
施
さ
れ
ま
す
）

水
道
課
C
７
２
１
┃
５
５
５

５
町
で
は
、
家
庭
や
職
場
、
地
域

で
男
女
が
共
に
支
え
合
い
、
安
心

し
て
豊
か
に
暮
ら
せ
る
環
境
づ
く

り
を
応
援
し
ま
す
。

人
権
推
進
課
○内
２
２
４
１

日
本
赤
十
字
社
埼
玉
県
支
部
で

は
、
民
間
事
業
所
や
民
間
施
設
へ

の
Ａ
Ｅ
Ｄ
普
及
促
進
の
一
環
と
し

て
、
そ
の
整
備
に
か
か
る
費
用
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。

募
集
期
間

平
成
23
年
3
月
31
日

ま
で
受
付
中

補
助
対
象
経
費

Ａ
Ｅ
Ｄ
本
体
、

設
置
ス
タ
ン
ド
、
表
示
パ
ネ
ル
お

よ
び
Ａ
Ｅ
Ｄ
使
用
に
不
可
欠
な
消

耗
品
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
維
持
管
理
費
や

リ
ー
ス
費
用
等
は
対
象
と
し
ま
せ

ん
。）

補
助
額

補
助
対
象
経
費
に
4
分

の
3
を
乗
じ
て
得
た
額
。た
だ
し
、

補
助
額
の
上
限
は
30
万
円
。

日
本
赤
十
字
社
埼
玉
県
支
部

救
護
・
講
習
課
C
８
２
９
┃
２
６

８
１交

通
事
故
、
詐
欺
、
脅
迫
な
ど

の
犯
罪
の
被
害
に
あ
い
、
警
察
や

検
察
庁
に
訴
え
た
が
、
検
察
官
が

そ
の
事
件
を
起
訴
し
て
く
れ
な
い

…
。こ

の
よ
う
な
不
満
を
お
持
ち
の

方
の
た
め
に
検
察
審
査
会
が
あ
り

ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
費
用
は
無
料
、
秘
密
は
堅
く

守
り
ま
す
。

審
査
員
は
、
選
挙
権
を
持
っ
て

い
る
方
の
中
か
ら
「
く
じ
」
で
選

ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

問
　
さ
い
た
ま
第
一
検
察
審
査
会

事
務
局
　
さ
い
た
ま
第
二
検
察
審

査
会
事
務
局
（
さ
い
た
ま
地
方
裁

判
所
内
）
C
８
６
３
┃
８
７
１
４

受
験
資
格

昭
和
63
年
4
月
2
日

か
ら
平
成
4
年
4
月
1
日
生
ま
れ

の
方

試
験
の
程
度

高
等
学
校
卒
業
程

度申
込
書
請
求
先

最
寄
り
の
税
務

署
（
総
務
課
）、
関
東
信
越
国
税

局
人
事
第
二
課
ま
た
は
人
事
院
関

東
事
務
局

受
付
期
間

6
月
23
日
�
〜
30
日

�
ま
で
（
土
・
日
曜
は
除
く
）

第
一
次
試
験
日

9
月
6
日
�

第
一
次
試
験
地

人
事
院
各
地
方

事
務
局
が
示
し
た
試
験
地
で
あ
れ

ば
、
受
験
者
の
希
望
す
る
全
国
の

ど
の
試
験
地
で
も
受
験
可

問
　
関
東
信
越
国
税
局
　
人
事
第

二
課
　
試
験
係
�
６
０
０
┃
３
１

１
１
○内
２
０
９
５
ま
た
は
２
０
９

７
上
尾
地
方
交
通
安
全
協
会
で
は
、

優
良
運
転
者
を
表
彰
し
ま
す
。
対

象
と
な
る
方
は
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。

対
象
者

次
に
掲
げ
る
年
数
に
お

い
て
無
事
故
無
違
反
の
方

①
5
年
以
上
10
年
未
満
（
職
業
運

転
者
は
3
年
以
上
）

②
10
年
以
上
15
年
未
満

③
15
年
以
上
20
年
未
満

④
20
年
以
上
25
年
未
満

⑤
25
年
以
上
30
年
未
満

⑥
30
年
以
上
35
年
未
満

⑦
35
年
以
上

⑧
40
年
以
上
（
見
込
み
）
※
昭
和

44
年
10
月
1
日
以
降
無
事
故
無
違

反
の
方

※
た
だ
し
、次
の
方
を
除
き
ま
す
。

○
過
去
に
受
け
た
年
数
よ
り
短
い

期
間
の
表
彰
年
数
の
方

○
同
じ
番
号
の
表
彰
を
受
け
た
こ

と
の
あ
る
方

○
今
ま
で
に
県
警
本
部
長
、
交
通

部
長
以
上
の
表
彰
を
受
け
た
こ
と

の
あ
る
方

た
だ
し
、
前
述
の
⑤
⑥
⑦
⑧
に
該

当
す
る
場
合
は
、
交
通
部
長
以
上

の
表
彰
を
受
け
た
方
で
も
構
い
ま

せ
ん
。

1212

６
月
１
日
〜
７
日
は
水
道
週
間

「
お
い
し
い
ね
こ
の
水
未
来
に

い
つ
ま
で
も
」（
ス
ロ
ー
ガ
ン
）

６
月
23
日
〜
29
日
は
「
男

女
共
同
参
画
週
間
」
で
す

Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
対
外
式
除
細
動
器
）

の
整
備
費
用
を
補
助
し
ま
す

検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
た

ら
ご
出
席
を
！

平
成
21
年
度
国
家
公
務
員

採
用
�
種
（
税
務
）
試
験

優
良
運
転
者
を
表
彰
し
ま
す

広　告

�
お間違えなく！！
「○○○課○4けたの数字」とある場合は、まず伊奈町役場の代表番号（�721-2111）におかけのうえ、内線番号をお伝えください。

暮らし・いきいき

暮らし・いきいき

伊奈町役場  C721-2111（代） 

Town information

内�申�問�　／問合せ　　／申込み　　／電話番号　　／内線番号

内暮らし・いきいき

暮らし・いきいき

伊奈町役場  C721-2111（代） 

Town information

問問

問

問

問

下水道事業受益者負担金の
納期のお知らせ

納付は納期限までにお忘れ
のないようにお願いいたします。

都市整備課下水道管理係
○内２４４５

6月30日第1期
納期限

問
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申
請
に
必
要
な
書
類
《
�
・
�
の

申
請
書
類
は
受
付
先
に
あ
り
ま
す
》

�

表
彰
申
請
書

�

無
事
故
無
違
反
証
明
書
（
平

成
21
年
6
月
1
日
以
降
に
自
動
車

安
全
セ
ン
タ
ー
で
発
行
さ
れ
た
も

の
）
※
証
明
の
発
行
に
は
15
日
程

か
か
り
ま
す
。

�

職
業
運
転
経
歴
証
明
書
（
職

業
運
転
者
3
年
以
上
5
年
未
満
申

請
の
場
合
の
み
必
要
）

�

交
通
安
全
協
会
会
員
証

受
付

6
月
1
日
�
〜
7
月
31
日

�
に
上
尾
地
方
交
通
安
全
協
会
事

務
局
（
月
〜
金
曜
〈
祝
日
を
除
く
〉

の
8
時
30
分
〜
12
時
、
13
時
〜
17

時
）
ま
た
は
、
町
生
活
安
全
課
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
優
良
運
転
者
表
彰
式
】

9
月
26
日
�
上
尾
市
文
化
セ
ン

タ
ー
で
行
い
ま
す
。

※
受
賞
者
に
は
、
詳
細
を
8
月
下

旬
ま
で
に
は
が
き
で
通
知
し
ま
す
。

問
　
上
尾
地
方
交
通
安
全
協
会
�

７
７
１
┃
４
１
７
６
ま
た
は
、
町

生
活
安
全
課
○内
２
２
８
３

日
時

7
月
4
日
〜
8
月
29
日
ま

で
の
土
曜
18
時
〜
20
時
（
コ
ー
ト

整
備
等
を
含
む
）

※
8
月
22
日
�
を
除
く（
全
8
回
）

予
備
日

9
月
5
日
�
・
12
日
�

場
所

伊
奈
学
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

対
象

町
内
在
住
の
親
子
（
小
学

4
年
生
以
上
）

定
員

親
子
20
組
40
名（
先
着
順
）

参
加
費

1
組
1,
5
0
0
円

（
保
険
代
、
ボ
ー
ル
代
等
）

持
ち
物

ラ
ケ
ッ
ト
（
硬
式
用
）、

テ
ニ
ス
シ
ュ
ー
ズ
、
タ
オ
ル
等

6
月
8
日
�
〜
19
日
�
ま
で

に
参
加
費
を
添
え
て
、
生
涯
学
習

課
へ

問

生
涯
学
習
課
○内
２
５
４
３

お
子
様
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、

み
ん
な
で
楽
し
め
る
話
題
の
ニ
ュ

ー
ス
ポ
ー
ツ
を
体
験
し
て
み
ま
せ

ん
か
？
親
子
、
友
達
、
一
人
で
の

参
加
も
大
歓
迎
で
す
。

日
時

7
月
5
日
�
13
時
〜
15
時

30
分

場
所

ふ
れ
あ
い
活
動
セ
ン
タ
ー

（
ゆ
め
く
る
）
体
育
室

対
象

小
学
生
以
上
の
町
内
在

住
・
在
勤
者

定
員

40
名
（
先
着
順
）

参
加
費

2
0
0
円
（
保
険
料
、

飲
み
物
代
）
申
込
み
時
徴
収

持
ち
物

体
育
館
シ
ュ
ー
ズ
、
タ

オ
ル
等

服
装

運
動
の
で
き
る
服
装

講
師

町
体
育
指
導
委
員

6
月
8
日
�
〜
19
日
�
ま
で

に
参
加
費
を
添
え
て
、
生
涯
学
習

課
へ

生
涯
学
習
課
○内
２
５
４
３

町
で
は
水
道
へ
の
理
解
と
関
心

を
高
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
小
学

生
を
対
象
と
し
た
親
子
水
道
施
設

見
学
会
を
開
催
し
ま
す
。

期
日

8
月
5
日
�

行
き
先

浦
山
ダ
ム
資
料
館
（
秩

父
市
）

交
通

中
型
バ
ス
利
用

対
象

町
内
在
住
の
小
学
生
（
2

名
以
内
）
と
保
護
者
1
名

定
員

20
名

参
加
費

無
料

往
復
は
が
き
に
、
住
所
、
氏

名（
子
ど
も
・
保
護
者
）、
学
校
名
、

学
年
、
電
話
番
号
を
記
入
し
、
左

記
へ
郵
送
（
7
月
3
日
�
必
着
）

あ
て
先

〒
3
6
2
│
0
8
0
6

伊
奈
町
大
字
小
室
5
0
4
8
伊
奈

町
水
道
課

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選

水
道
課
�
７
２
１
┃
５
５
５

５

1313

親
と
子
の
ナ
イ
タ
ー
テ
ニ
ス
教
室

ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
デ
ー
「
ネ
ッ
ト
・
パ
ス
・
ラ

リ
ー
＆
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
体
操
」

水
道
施
設
見
学
会

4歳～小学6年生までのサッカークラブ�

『サッカーをやらせてあげたいけど…どこがいい�
のか分からない…』とお悩みの方はいませんか？？��
◆ 4 歳～小学 6 年迄が対象。みんな初心者からの�
　スタート♪��
◆週1回の練習でサッカーを通じ挨拶やルール、マ�
　ナーを身につけることもできます。�

伊奈ガンバサッカークラブ�
受付 TEL  048-564-6780　平日9時～21時　行田市忍2-19-7　川瀬ビル3F

サッカーがはじめてのお子様も安心♪�
父母会無しで親御さんの負担減!!�

毎週月曜日　　時間　１６：００～��
会場　県民活動総合センターグラウンド 他�

｢あなたの町でも活動しています！｣��
◇1日無料体験実施◇��

体験希望は、お気軽にお電話下さい。�

広　告

暮らし・いきいき

暮らし・いきいき

伊奈町役場  C721-2111（代） 

Town information

暮らし・いきいき暮らし・いきいき〒362－8517　伊奈町大字小室9493

暮らし・いきいき

伊奈町役場伊奈町役場  C721-2111（代）（代） （代） 

Town information

※掲載希望の方は、掲載希望月の前月５日までに、持参または郵送で企画課秘書広報係まで。ただし月により締切日が変わることもありますのでお問い合わせください。 

開
催
し
ま
す�

開
催
し
ま
す�

問

申

　今年も、町内にお住まいの75歳（昭和9年
12月31日以前に生まれた方）以上の方々を
お招きし、敬老会を開催します。皆様に、楽
しいひとときを過ごしていただけるよう、各
種演芸なども計画しています。 
　8月中に案内状をお届けしますので、指定
の時間にお出かけください。（当日は、送迎
バスを運行します。） 
　なお、今年度は日程を例年と変更しており、
敬老の日の開催ではありませんので、ご注意
ください。（また、敬老会当日は児童館、老人福 
祉センターは休館とさせていただきます。） 
　また、88歳以上、米寿（大正11年生まれ）、
金婚者の方々には、特別の記念品を用意して
います。金婚を迎える（昭和35年に結婚）ご
夫婦は、8月12日�までに福祉課へご連絡く
ださい。�
　　福祉課総合福祉係　２１２６�

敬  老  会�敬  老  会�敬  老  会�
と　き  9月13日（日）�

ところ  総合センタ－�
※今年度は敬老の日の開催ではありません。�

問� 内�

問

問 申

問 申
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